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示

青
森
県
告
示
第
五
百
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
自
動
車
の
み
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
の
部
分
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
前

段
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成28年７月29日 金曜日 第4179号1

路

線

名

指

定

す

る

道

路

の

部

分

指
定
す
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一
般
国
道
一
〇

一
号

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
平
野
二
三
四
の

一
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
鳴
戸
三
八
四
の
六

ま
で

平
成
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�
�
�
�
�
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
五
百
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ
ヒ
青
森
西
店

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
七
一
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
横
浜
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
灰
沼
字
岩
井
四
六
の
三
四

代
表
取
締
役

浅
野
雅
晴

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

国
道
一
〇
一
号

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
字
平
野
二
三
四
の

一
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
鳴
戸
三
八
四
の

六
ま
で

平
成
��･
�･
��

１

国

道

一
〇
一
号

つ
が
る
市
木
造
越
水
屏
風
山
一
の
九
九
か
ら

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
鳴
戸
三
三
九
の
一
ま
で

後 前

一
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
八
・
八
九
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
八
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
三
〇
・
七
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
八
五
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
三
七
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
〇
〇
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
三
七
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

五
〇
〇
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
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平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
エ
ダ
モ
ー
ル
お
い
ら
せ

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
緑
ヶ
丘
一
丁
目
五
〇
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

前
田
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
田
恵
三

む
つ
市
小
川
町
二
丁
目
四
の
八

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
お
い
ら
せ
町
役
場

２

期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
お
い
ら
せ
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

宝
塗
装
工
芸
社

二

氏
名

黒
石

勝
正

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
清
水
森
字
沼
田
四
九
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
二
〇
〇
三
二
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
七
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

青
山
鉄
工
所

二

氏
名

千
葉

清
光

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
高
樋
字
深
山
林
一
二
五
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
二
〇
〇
三
三
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
七
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
七
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

西
北
地
域
県
民
局
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部

及
び
五
所
川
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

西
北
地
域
県
民
局
長

山

本

馨

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
28年
５
月
25日
付
け
青
森
県
報
号
外
第
53号
で
公
表
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自

治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
及
び
青
森
県

教
育
委
員
会
委
員
長
か
ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
｡

平
成
28年
７
月
29日

青
森
県
監
査
委
員

泉
山
哲
章

同
川
嶋
由
紀
子

同
夏
堀
浩
一

同
沼
尾
啓
一
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位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

五
所
川
原
市
字
下
平
井
町
一
八

の
一
、
一
八
の
四
、
字
幾
世
森

三
二
の
一
及
び
三
二
の
一
先
水

路

一
二
七
・
四
六
メ
ー

ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��

･

�･

��

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

中
南
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

三
八
地
域
県
民
局
地
域
健

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

各
制
度
の
利
用
・
適
用
時
に
お
い

て
､
利
用
者
等
に
対
し
制
度
の
内
容

及
び
権
利
義
務
に
つ
い
て
丁
寧
に
説

明
す
る
こ
と
で
､
収
入
未
済
に
つ
な

が
る
可
能
性
の
あ
る
返
還
金
等
の
債

康
福
祉
部

西
北
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

下
北
地
域
県
民
局
地
域
健

康
福
祉
部

権
発
生
の
未
然
防
止
を
図
り
､
や
む

を
得
ず
返
還
金
が
発
生
し
た
場
合
は
､

速
や
か
に
対
象
者
に
返
還
理
由
等
を

説
明
し
､
返
還
が
滞
る
こ
と
が
な
い

よ
う
指
導
し
､
履
行
期
限
ま
で
に
納

付
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
督
促
状
を

発
行
す
る
｡

ま
た
､
収
入
未
済
の
解
消
を
図
る

た
め
､
収
入
未
済
対
策
要
綱
・
要
領

等
に
基
づ
き
､
滞
納
者
検
討
会
議
等

を
開
催
し
､
ケ
ー
ス
ご
と
に
納
入
指

導
方
針
を
検
討
し
､
電
話
や
文
書
､

訪
問
等
に
よ
り
収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
｡

青
森
県
女
性
相
談
所

使
用
料
及
び
賃
借
料

に
お
い
て
､
競
争
入
札

で
執
行
す
べ
き
契
約
を

随
意
契
約
で
執
行
し
て

い
る
も
の
が
あ
る
｡

職
員
が
研
修
等
に
よ
り
法
令
等
へ

の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
､
契
約

手
続
に
つ
い
て
職
員
相
互
に
よ
る
内

部
チ
ェ
ッ
ク
を
確
実
に
行
い
､
再
発

防
止
に
努
め
る
｡

青
森
県
立
あ
す
な
ろ
療
育

福
祉
セ
ン
タ
ー

賃
金
に
お
い
て
､
非

常
勤
事
務
員
に
係
る
勤

務
の
割
振
り
が
適
正
で

な
い
も
の
が
あ
る
｡

勤
務
の
割
振
単
位
期
間
に
勤
務
時

間
が
収
ま
る
よ
う
､
関
係
規
程
等
を

遵
守
す
る
と
と
も
に
､
内
部
審
査
体

制
の
強
化
に
よ
り
適
正
な
事
務
処
理

に
努
め
る
｡

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院

郵
便
切
手
の
管
理
が

適
正
で
な
い
も
の
が
あ

る
｡

郵
便
切
手
の
受
払
事
務
の
適
正
な

執
行
を
図
る
た
め
の
事
務
取
扱
要
領

を
定
め
､
全
職
員
に
周
知
の
上
､
確

実
に
遵
守
す
る
よ
う
指
示
し
た
｡

東
青
地
域
県
民
局
地
域
農

林
水
産
部

使
用
料
及
び
賃
借
料

に
お
い
て
､
賃
借
料
の

積
算
が
適
正
で
な
い
も

の
が
あ
る
｡

土
地
賃
貸
借
契
約
の
賃
借
料
積
算

に
当
た
っ
て
は
､
相
互
チ
ェ
ッ
ク
を

確
実
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
､
内

部
審
査
体
制
を
強
化
し
､
財
務
事
務

の
適
正
執
行
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
｡

上
北
地
域
県
民
局
地
域
農

林
水
産
部

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

補
助
金
に
係
る
返
還
金
に
つ
い
て
､

定
期
的
な
面
談
の
実
施
等
に
よ
り
相

手
方
の
経
営
状
況
を
把
握
し
な
が
ら
､

引
き
続
き
､粘
り
強
く
納
付
を
求
め

て
い
く
｡

青
森
県
営
農
大
学
校

財
産
収
入
に
お
い
て
､

事
務
手
続
が
適
正
で
な

い
も
の
が
あ
る
｡

契
約
を
｢売
買
契
約
｣
か
ら
｢販

売
委
託
契
約
｣
に
改
め
､
販
売
手
数

料
分
も
生
産
物
売
払
収
入
と
し
て
調

定
す
る
こ
と
と
し
た
｡

ま
た
､
販
売
す
る
農
産
物
の
数
量

管
理
に
つ
い
て
､
｢生
産
品
日
計
表
｣

に
よ
り
日
々
の
生
産
量
及
び
売
払
量
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等
を
把
握
す
る
こ
と
と
し
た
｡

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

県
営
住
宅
入
居
者
の
滞
納
整
理
に

関
し
て
は
､
毎
月
全
て
の
滞
納
者
に

未
納
通
知
書
を
送
付
す
る
と
と
も
に
､

家
賃
の
滞
納
月
数
が
３
か
月
に
達
し

た
者
及
び
そ
の
連
帯
保
証
人
に
対
し

て
は
催
告
書
を
送
付
し
､
催
告
書
に

記
載
し
た
期
限
ま
で
に
滞
納
家
賃
を

納
付
し
な
い
者
に
対
し
て
は
呼
出
状

を
送
付
し
た
上
で
分
割
納
付
を
指
導

す
る
等
に
よ
り
､
滞
納
家
賃
の
解
消

を
図
っ
て
い
る
｡

納
付
指
導
や
そ
の
後
の
督
促
に
よ
っ

て
も
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て

は
､
滞
納
家
賃
を
分
割
納
付
す
る
こ

と
及
び
分
割
納
付
を
怠
っ
た
場
合
は

県
営
住
宅
の
明
渡
請
求
を
行
う
こ
と

を
内
容
と
す
る
訴
え
提
起
前
の
和
解

に
応
じ
る
よ
う
指
導
し
､
こ
れ
に
応

じ
な
い
者
に
対
し
て
は
､
公
営
住
宅

法
の
規
定
に
基
づ
く
県
営
住
宅
の
明

渡
請
求
を
行
い
､
期
限
ま
で
に
県
営

住
宅
を
明
け
渡
さ
な
い
者
に
つ
い
て

明
渡
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
和
解
を
し
た
滞
納
者
で

納
付
指
導
で
は
滞
納
家
賃
の
納
付
が

期
待
で
き
な
い
者
及
び
明
渡
請
求
訴

訟
の
判
決
後
速
や
か
に
退
去
し
な
い

者
に
対
し
て
は
､
強
制
執
行
を
実
施

し
て
お
り
､
今
年
度
も
引
き
続
き
､

こ
れ
ら
の
法
的
措
置
を
強
化
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
｡

一
方
､
退
去
滞
納
者
に
関
し
て
は
､

債
権
回
収
会
社
と
弁
護
士
に
滞
納
家

賃
の
収
納
事
務
を
委
託
し
､
更
な
る

債
権
回
収
に
努
め
て
い
る
｡

ま
た
､
県
営
住
宅
等
家
賃
滞
納
整

理
事
務
処
理
要
領
を
改
正
し
､
連
帯

保
証
人
へ
の
徴
収
を
強
化
し
た
ほ
か
､

回
収
困
難
滞
納
家
賃
に
つ
い
て
も
不

納
欠
損
処
理
等
､
適
切
な
債
権
管
理

を
図
る
こ
と
と
し
た
｡

こ
の
ほ
か
､
７
月
と
12月
を
｢滞

納
整
理
強
化
月
間
｣
と
定
め
､
滞
納

者
へ
の
一
斉
電
話
催
告
等
､
県
下
一

斉
に
集
中
的
な
滞
納
整
理
を
行
っ
て

い
る
｡
そ
の
一
環
と
し
て
６
月
と
11

月
に
｢長
期
・
高
額
滞
納
者
対
策
会

議
｣
を
開
催
し
､
法
的
措
置
等
の
効

果
的
な
滞
納
対
策
を
検
討
し
て
い
る
｡

ま
た
､
そ
の
他
の
土
木
使
用
料
に

つ
い
て
も
定
期
的
に
自
宅
訪
問
し
､

納
付
指
導
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
｡

負
担
金
､
補
助
及
び

交
付
金
に
お
い
て
､
支

払
い
漏
れ
と
な
っ
て
い

る
も
の
が
あ
る
｡

複
数
名
を
副
担
と
す
る
事
務
分
担

と
す
る
こ
と
に
よ
り
チ
ェ
ッ
ク
体
制

を
確
保
し
､
年
間
の
業
務
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
や
支
払
予
定
表
を
活
用
す

る
な
ど
に
よ
り
､
支
払
い
漏
れ
や
遅

延
が
発
生
し
な
い
よ
う
事
務
処
理
を

徹
底
し
て
い
く
｡

財
産
の
管
理
に
お
い

て
､
適
正
で
な
い
も
の

が
あ
る
｡

不
法
占
用
者
に
対
し
て
､
原
状
回

復
し
不
法
占
用
を
解
消
す
る
よ
う
強

く
求
め
て
い
く
｡

中
南
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

県
営
住
宅
入
居
者
の
滞
納
整
理
に

関
し
て
は
､
毎
月
全
て
の
滞
納
者
に

未
納
通
知
書
を
送
付
す
る
と
と
も
に
､

家
賃
の
滞
納
月
数
が
３
か
月
に
達
し

た
者
及
び
そ
の
連
帯
保
証
人
に
対
し

て
は
催
告
書
を
送
付
し
､
催
告
書
に

記
載
し
た
期
限
ま
で
に
滞
納
家
賃
を

納
付
し
な
い
者
に
対
し
て
は
呼
出
状

を
送
付
し
た
上
で
分
割
納
付
を
指
導

す
る
等
に
よ
り
､
滞
納
家
賃
の
解
消

を
図
っ
て
い
る
｡

納
付
指
導
や
そ
の
後
の
督
促
に
よ
っ

て
も
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て

は
､
滞
納
家
賃
を
分
割
納
付
す
る
こ

と
及
び
分
割
納
付
を
怠
っ
た
場
合
は

県
営
住
宅
の
明
渡
請
求
を
行
う
こ
と

を
内
容
と
す
る
訴
え
提
起
前
の
和
解

に
応
じ
る
よ
う
指
導
し
､
こ
れ
に
応

じ
な
い
者
に
対
し
て
は
､
公
営
住
宅

法
の
規
定
に
基
づ
く
県
営
住
宅
の
明

渡
請
求
を
行
い
､
期
限
ま
で
に
県
営

住
宅
を
明
け
渡
さ
な
い
者
に
つ
い
て

明
渡
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
和
解
を
し
た
滞
納
者
で

納
付
指
導
で
は
滞
納
家
賃
の
納
付
が

期
待
で
き
な
い
者
及
び
明
渡
請
求
訴

訟
の
判
決
後
速
や
か
に
退
去
し
な
い

者
に
対
し
て
は
､
強
制
執
行
を
実
施

し
て
お
り
､
今
年
度
も
引
き
続
き
､

こ
れ
ら
の
法
的
措
置
を
強
化
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
｡

一
方
､
退
去
滞
納
者
に
関
し
て
は
､

債
権
回
収
会
社
と
弁
護
士
に
滞
納
家

賃
の
収
納
事
務
を
委
託
し
､
更
な
る

債
権
回
収
に
努
め
て
い
る
｡

ま
た
､
県
営
住
宅
等
家
賃
滞
納
整

理
事
務
処
理
要
領
を
改
正
し
､
連
帯

保
証
人
へ
の
徴
収
を
強
化
し
た
ほ
か
､

回
収
困
難
滞
納
家
賃
に
つ
い
て
も
不
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納
欠
損
処
理
等
､
適
切
な
債
権
管
理

を
図
る
こ
と
と
し
た
｡

こ
の
ほ
か
､
７
月
と
12月
を
｢滞

納
整
理
強
化
月
間
｣
と
定
め
､
滞
納

者
へ
の
一
斉
電
話
催
告
等
､
県
下
一

斉
に
集
中
的
な
滞
納
整
理
を
行
っ
て

い
る
｡
そ
の
一
環
と
し
て
６
月
と
11

月
に
｢長
期
・
高
額
滞
納
者
対
策
会

議
｣
を
開
催
し
､
法
的
措
置
等
の
効

果
的
な
滞
納
対
策
を
検
討
し
て
い
る
｡

三
八
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

県
営
住
宅
入
居
者
の
滞
納
整
理
に

関
し
て
は
､
毎
月
全
て
の
滞
納
者
に

未
納
通
知
書
を
送
付
す
る
と
と
も
に
､

家
賃
の
滞
納
月
数
が
３
か
月
に
達
し

た
者
及
び
そ
の
連
帯
保
証
人
に
対
し

て
は
催
告
書
を
送
付
し
､
催
告
書
に

記
載
し
た
期
限
ま
で
に
滞
納
家
賃
を

納
付
し
な
い
者
に
対
し
て
は
呼
出
状

を
送
付
し
た
上
で
分
割
納
付
を
指
導

す
る
等
に
よ
り
､
滞
納
家
賃
の
解
消

を
図
っ
て
い
る
｡

納
付
指
導
や
そ
の
後
の
督
促
に
よ
っ

て
も
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て

は
､
滞
納
家
賃
を
分
割
納
付
す
る
こ

と
及
び
分
割
納
付
を
怠
っ
た
場
合
は

県
営
住
宅
の
明
渡
請
求
を
行
う
こ
と

を
内
容
と
す
る
訴
え
提
起
前
の
和
解

に
応
じ
る
よ
う
指
導
し
､
こ
れ
に
応

じ
な
い
者
に
対
し
て
は
､
公
営
住
宅

法
の
規
定
に
基
づ
く
県
営
住
宅
の
明

渡
請
求
を
行
い
､
期
限
ま
で
に
県
営

住
宅
を
明
け
渡
さ
な
い
者
に
つ
い
て

明
渡
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
和
解
を
し
た
滞
納
者
で

納
付
指
導
で
は
滞
納
家
賃
の
納
付
が

期
待
で
き
な
い
者
及
び
明
渡
請
求
訴

訟
の
判
決
後
速
や
か
に
退
去
し
な
い

者
に
対
し
て
は
､
強
制
執
行
を
実
施

し
て
お
り
､
今
年
度
も
引
き
続
き
､

こ
れ
ら
の
法
的
措
置
を
強
化
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
｡

一
方
､
退
去
滞
納
者
に
関
し
て
は
､

債
権
回
収
会
社
と
弁
護
士
に
滞
納
家

賃
の
収
納
事
務
を
委
託
し
､
更
な
る

債
権
回
収
に
努
め
て
い
る
｡

ま
た
､
県
営
住
宅
等
家
賃
滞
納
整

理
事
務
処
理
要
領
を
改
正
し
､
連
帯

保
証
人
へ
の
徴
収
を
強
化
し
た
ほ
か
､

回
収
困
難
滞
納
家
賃
に
つ
い
て
も
不

納
欠
損
処
理
等
､
適
切
な
債
権
管
理

を
図
る
こ
と
と
し
た
｡

こ
の
ほ
か
､
７
月
と
12月
を
｢滞

納
整
理
強
化
月
間
｣
と
定
め
､
滞
納

者
へ
の
一
斉
電
話
催
告
等
､
県
下
一

斉
に
集
中
的
な
滞
納
整
理
を
行
っ
て

い
る
｡
そ
の
一
環
と
し
て
６
月
と
11

月
に
｢長
期
・
高
額
滞
納
者
対
策
会

議
｣
を
開
催
し
､
法
的
措
置
等
の
効

果
的
な
滞
納
対
策
を
検
討
し
て
い
る
｡

西
北
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

県
営
住
宅
入
居
者
の
滞
納
整
理
に

関
し
て
は
､
毎
月
全
て
の
滞
納
者
に

未
納
通
知
書
を
送
付
す
る
と
と
も
に
､

家
賃
の
滞
納
月
数
が
３
か
月
に
達
し

た
者
及
び
そ
の
連
帯
保
証
人
に
対
し

て
は
催
告
書
を
送
付
し
､
催
告
書
に

記
載
し
た
期
限
ま
で
に
滞
納
家
賃
を

納
付
し
な
い
者
に
対
し
て
は
呼
出
状

を
送
付
し
た
上
で
分
割
納
付
を
指
導

す
る
等
に
よ
り
､
滞
納
家
賃
の
解
消

を
図
っ
て
い
る
｡

納
付
指
導
や
そ
の
後
の
督
促
に
よ
っ

て
も
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て

は
､
滞
納
家
賃
を
分
割
納
付
す
る
こ

と
及
び
分
割
納
付
を
怠
っ
た
場
合
は

県
営
住
宅
の
明
渡
請
求
を
行
う
こ
と

を
内
容
と
す
る
訴
え
提
起
前
の
和
解

に
応
じ
る
よ
う
指
導
し
､
こ
れ
に
応

じ
な
い
者
に
対
し
て
は
､
公
営
住
宅

法
の
規
定
に
基
づ
く
県
営
住
宅
の
明

渡
請
求
を
行
い
､
期
限
ま
で
に
県
営

住
宅
を
明
け
渡
さ
な
い
者
に
つ
い
て

明
渡
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
和
解
を
し
た
滞
納
者
で

納
付
指
導
で
は
滞
納
家
賃
の
納
付
が

期
待
で
き
な
い
者
及
び
明
渡
請
求
訴

訟
の
判
決
後
速
や
か
に
退
去
し
な
い

者
に
対
し
て
は
､
強
制
執
行
を
実
施

し
て
お
り
､
今
年
度
も
引
き
続
き
､

こ
れ
ら
の
法
的
措
置
を
強
化
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
｡

一
方
､
退
去
滞
納
者
に
関
し
て
は
､

債
権
回
収
会
社
と
弁
護
士
に
滞
納
家

賃
の
収
納
事
務
を
委
託
し
､
更
な
る

債
権
回
収
に
努
め
て
い
る
｡

ま
た
､
県
営
住
宅
等
家
賃
滞
納
整

理
事
務
処
理
要
領
を
改
正
し
､
連
帯

保
証
人
へ
の
徴
収
を
強
化
し
た
ほ
か
､

回
収
困
難
滞
納
家
賃
に
つ
い
て
も
不

納
欠
損
処
理
等
､
適
切
な
債
権
管
理

を
図
る
こ
と
と
し
た
｡

こ
の
ほ
か
､
７
月
と
12月
を
｢滞

納
整
理
強
化
月
間
｣
と
定
め
､
滞
納

者
へ
の
一
斉
電
話
催
告
等
､
県
下
一

斉
に
集
中
的
な
滞
納
整
理
を
行
っ
て

い
る
｡
そ
の
一
環
と
し
て
６
月
と
11

月
に
｢長
期
・
高
額
滞
納
者
対
策
会



( )

雑

報

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
長

三

村

申

吾

青
森
県
事
業
団
規
則
第
一
号

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
事
業
団
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
八
条
第
三
号
中

｢
年
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト｣

を

｢

年
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト｣

に
改
め
る
。
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議
｣
を
開
催
し
､
法
的
措
置
等
の
効

果
的
な
滞
納
対
策
を
検
討
し
て
い
る
｡

旅
費
に
お
い
て
､
概

算
払
の
精
算
手
続
が
遅

延
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
｡

こ
れ
ま
で
は
､
月
に
１
度
､
庶
務

担
当
者
１
名
が
C
SV
デ
ー
タ
に
よ
り

旅
費
申
請
の
未
処
理
案
件
を
確
認
し

て
い
た
が
､
こ
れ
を
２
名
以
上
の
職

員
で
確
認
す
る
よ
う
に
改
め
た
｡

工
事
請
負
費
に
お
い

て
､
設
計
金
額
が
誤
っ

て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

積
算
業
務
の
内
部
審
査
体
制
を
強

化
し
､
事
務
処
理
に
誤
り
の
な
い
よ

う
努
め
る
こ
と
と
し
た
｡

上
北
地
域
県
民
局
地
域
整

備
部

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

県
営
住
宅
入
居
者
の
滞
納
整
理
に

関
し
て
は
､
毎
月
全
て
の
滞
納
者
に

未
納
通
知
書
を
送
付
す
る
と
と
も
に
､

家
賃
の
滞
納
月
数
が
３
か
月
に
達
し

た
者
及
び
そ
の
連
帯
保
証
人
に
対
し

て
は
催
告
書
を
送
付
し
､
催
告
書
に

記
載
し
た
期
限
ま
で
に
滞
納
家
賃
を

納
付
し
な
い
者
に
対
し
て
は
呼
出
状

を
送
付
し
た
上
で
分
割
納
付
を
指
導

す
る
等
に
よ
り
､
滞
納
家
賃
の
解
消

を
図
っ
て
い
る
｡

納
付
指
導
や
そ
の
後
の
督
促
に
よ
っ

て
も
納
付
し
な
い
滞
納
者
に
対
し
て

は
､
滞
納
家
賃
を
分
割
納
付
す
る
こ

と
及
び
分
割
納
付
を
怠
っ
た
場
合
は

県
営
住
宅
の
明
渡
請
求
を
行
う
こ
と

を
内
容
と
す
る
訴
え
提
起
前
の
和
解

に
応
じ
る
よ
う
指
導
し
､
こ
れ
に
応

じ
な
い
者
に
対
し
て
は
､
公
営
住
宅

法
の
規
定
に
基
づ
く
県
営
住
宅
の
明

渡
請
求
を
行
い
､
期
限
ま
で
に
県
営

住
宅
を
明
け
渡
さ
な
い
者
に
つ
い
て

明
渡
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
和
解
を
し
た
滞
納
者
で

納
付
指
導
で
は
滞
納
家
賃
の
納
付
が

期
待
で
き
な
い
者
及
び
明
渡
請
求
訴

訟
の
判
決
後
速
や
か
に
退
去
し
な
い

者
に
対
し
て
は
､
強
制
執
行
を
実
施

し
て
お
り
､
今
年
度
も
引
き
続
き
､

こ
れ
ら
の
法
的
措
置
を
強
化
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
｡

一
方
､
退
去
滞
納
者
に
関
し
て
は
､

債
権
回
収
会
社
と
弁
護
士
に
滞
納
家

賃
の
収
納
事
務
を
委
託
し
､
更
な
る

債
権
回
収
に
努
め
て
い
る
｡

ま
た
､
県
営
住
宅
等
家
賃
滞
納
整

理
事
務
処
理
要
領
を
改
正
し
､
連
帯

保
証
人
へ
の
徴
収
を
強
化
し
た
ほ
か
､

回
収
困
難
滞
納
家
賃
に
つ
い
て
も
不

納
欠
損
処
理
等
､
適
切
な
債
権
管
理

を
図
る
こ
と
と
し
た
｡

こ
の
ほ
か
､
７
月
と
12月
を
｢滞

納
整
理
強
化
月
間
｣
と
定
め
､
滞
納

者
へ
の
一
斉
電
話
催
告
等
､
県
下
一

斉
に
集
中
的
な
滞
納
整
理
を
行
っ
て

い
る
｡
そ
の
一
環
と
し
て
６
月
と
11

月
に
｢長
期
・
高
額
滞
納
者
対
策
会

議
｣
を
開
催
し
､
法
的
措
置
等
の
効

果
的
な
滞
納
対
策
を
検
討
し
て
い
る
｡

ま
た
､
そ
の
他
の
土
木
使
用
料
等

に
つ
い
て
も
定
期
的
に
自
宅
訪
問
し
､

納
付
指
導
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
｡

青
森
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー

一
時
取
扱
金
(入
札

保
証
金
)
に
お
い
て
､

現
金
の
払
込
み
が
遅
延

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

一
時
取
扱
金
用
の
領
収
証
書
つ
づ

り
に
｢入
札
保
証
金
を
納
付
し
た
業

者
が
落
札
し
た
場
合
は
現
金
払
込
書

で
即
日
､
銀
行
へ
払
い
込
む
こ
と
｡
｣

の
朱
書
き
を
貼
付
し
使
用
職
員
に
注

意
喚
起
す
る
と
と
も
に
､
財
務
研
修

に
積
極
的
に
参
加
し
財
務
に
係
る
知

識
の
習
得
に
努
め
て
い
る
｡

青
森
県
立
青
森
工
業
高
等

学
校

一
時
取
扱
金
(契
約

保
証
金
)
に
お
い
て
､

契
約
履
行
後
の
還
付
手

続
が
遅
延
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
｡

契
約
履
行
後
の
還
付
事
務
の
進
捗

状
況
に
つ
い
て
複
数
人
で
相
互
確
認

を
行
う
と
と
も
に
､
職
場
内
研
修
を

実
施
し
､
再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と

と
し
た
｡



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

別
記
第
二
の
第
三
十
四
条
第
十
一
項
中

｢年
2.9パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
2.8パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改

め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
一
条
第
二
項
中

｢年
2.9パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
2.8パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
、

同
条
第
四
項
中

｢年
2.9パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
2.8パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
の
第
四
十
九
条
第
三
項
中

｢年
2.9パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
2.8パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め

る
。別

記
第
三
の
そ
の
一
別
紙
第
三
条
第
二
項
中

｢年
2.9パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
2.8パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
、
そ
の
二
別
紙
第
四
条
第
二
項
中

｢年
2.9パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
2.8パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
、

同
第
十
八
条
第
二
項
中

｢年
2.9パ

ー
セ
ン
ト
｣

を

｢年
2.8パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
財
務
規
則
第
四
十
八
条
、
別
記
第
二
及
び
別
記
第

三
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
に
締
結
す
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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